
第3次
安中市地域福祉計画

行政の施策と中間評価

安中市 保健福祉部 福祉課
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計画の成り立ち

みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

地域課題を解決する
仕組みづくり

地域福祉を担う
人材づくり

安全で安心して暮らせる
環境づくり

市民の尊厳を守る
体制づくり

基本目標２

みんながお互いに支え合う地域づくり

基本目標１

前回地区別座談会から把握した課題

人が集まる場所や機会がない

地域のつながりや助け合いがない

福祉に関する相談の場がわからない

地域活動の参加者が減少

無関心な人が増加

災害時の対応が難しい

買い物や病院の移動手段がない

空き家の増加・老朽化

認知症の方への対応

困っている人が声をあげない

施策の方向
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計画の体系

みんなで安心して暮らすことのできる
地域づくり

ⅲ
安全で安心して

暮らせる環境づくり

ⅳ
市民の尊厳を守る
体制づくり

基本目標２

みんながお互いに支え合う地域づくり

基本目標１

②地域で支え合う
体制づくり

①地域における

交流活動の推進や

交流の場づくり
④地域活動の推進や

支援

⑤一人ひとりの
福祉意識の醸成

施
策
の
方
向

③誰でもわかりやすく
情報が受け取れる
体制整備

⑨福祉サービスの
充実と質の向上

⑧一人ひとりの
人権の尊重

⑩生活困窮者等が
社会から孤立
しないための支援

⑥お互いに助け合える
関係や防災・防犯
体制の構築

⑦誰もが暮らしやすい
住環境の整備

ⅱ
地域福祉を担う
人材づくり

ⅰ
地域課題を解決する
仕組みづくり

課
題
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基本目標１ みんながお互いに支え合う地域づくり

施策の方向ⅰ 地域の課題を解決する仕組みづくり

地域における交流活動の推進や交流の場づくり課題①

施策の方向性 実施内容 評価

地域活動活発化のための
場づくりの周知支援

• 地域福祉計画の策定
• 民生委員児童委員（以下、「民生委員」という。）等の協力連携

体制を構築
• 住民参加型の地域の話し合いを開催

福祉課：B
子ども課：B
高齢者支援課：B

サロン活動の推進
情報交換拠点づくり支援

• 高齢者を対象としたサロンに社協を通じて活動費を補助
• スマイルパークにてイベント開催
• 子育て支援センターにて多世代交流の場を提供
• 住民交流の拠点として隣保館での地域交流事業を実施
• 民生委員が積極的に地域のサロン活動に参加できるよう研修の機

会の提供

高齢者支援課：B
子ども課：A
市民課：A
福祉課：B

健康づくりの推進
各種健康増進事業の実施

• 「いきいき安中健康２１ （安中市健康増進計画 ・安中市食育推進
計画）」を施行

• 広報・ホームページ等での健康づくりに関する情報提供、健

（検）診体制の整備及び内容の充実、各種教室の開催
• 関係機関・団体との連携を図りながら計画を推進

健康づくり課：A

子育て環境の整備
子育て支援の充実

• 「第2期安中市子ども・子育て支援事業計画」を施行
計画に基づき各部署と連携、支援を充実

子ども課：A

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分
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施策の方向性 実施内容 評価

「あいさつ運動」推進に
よる見守る意識の醸成

•子どもたちの登下校にあわせて実施する「あいさつ運動」の推奨（各
地区民生委員より）
•民生委員児童委員協議会（以下、「民児協」という。）による子ども
の登下校時の見守りを実施
•市内各校で児童会や生徒会中心とした「あいさつ運動」の実施

福祉課：A
学校教育課：B
住民福祉課：B

住民を主体とした見守り
活動の推進

支え合いのネットワーク
づくりの促進

• 民生委員等との情報交換により、地域における見守り活動を推進
• 母子保健推進員による４か月児健診啓発の訪問や、健診の協力による
声掛けや見守りを実施

• 民生委員、主任児童委員との協力・連携体制の構築
• 令和４年度から全校に学校運営協議会を設置
• 下記事業による見守り活動とネットワークづくりの促進

‣主任児童委員と民生委員による乳幼児宅訪問
‣地区民児協の高齢者調査を実施

• 自主防犯組織事業補助金による防犯パトロールなどの地域活動の推進

高齢者支援課：B
健康づくり課：A
子ども課：B
学校教育課：B
福祉課：B
住民福祉課：B
危機管理課：B

社会福祉法人による
地域における公益的な

取り組みの促進

• 社会福祉法人の公益的な取組の把握と促進
• 社協実施の「住民参加型福祉サービス事業の充実、推進のため運営協

議会」（相互援助活動「きずな」）の協議等に参加

福祉課：B
高齢者支援課：B
子ども課：A

地域で支え合う体制づくり（1/2）課題②

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

基本目標１ みんながお互いに支え合う地域づくり

施策の方向ⅰ 地域の課題を解決する仕組みづくり
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施策の方向性 実施内容 評価

企業との連携や
包括連携協定による
地域課題解決の推進

•民間法人と災害時応援協定を締結し福祉避難所として利用可能な

施設を追加
•地域の社会課題解決に寄与する事業者への支援や補助金の交付
•包括連携協定を締結しても福祉分野の具体的な取組に結びついて

いない部分もある

政策・デジタル
推進課：C
危機管理課：B
商工課：B

小地域ネットワークの
促進・支援

•生活支援体制整備事業として地域における支え合い活動実現の推
進（社協と連携）

高齢者支援課：B

障がい者の地域での自立
した生活・就業を支援

•自立支援協議会及び各種会議を通じた相談支援事業所・就労支援
事業所等の関係機関との連携強化

福祉課：B

地域の多様な
つながりを支援

①居場所等の確保に向けた支援
②交流等を生み出す支援

①公民館事業にて集う場、居場所の確保に向けた動きの再開
②各種事業により交流・参加・学びの機会を提供

①生涯学習課：B
②生涯学習課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

地域で支え合う体制づくり（2/2）課題②

基本目標１ みんながお互いに支え合う地域づくり

施策の方向ⅰ 地域の課題を解決する仕組みづくり
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施策の方向性 実施内容 評価

様々な情報媒体を
活用した福祉サービスの

情報提供

•広報紙、お知らせ版、市ホームページ、市公式LINEなどの情報媒
体を活用した福祉サービスの情報提供
•介護保険べんり帳、介護サービス事業所一覧、認知症ケアパスの
冊子を発行（HP掲載）
•介護予防教室の案内等の広報紙での周知及びSNSで発信

秘書課：B
福祉課：B
高齢者支援課：B
住民福祉課：A

地域の課題を
福祉サービスに繋ぐため
の体制づくりの推進

•自立支援協議会に参加し関係機関や関係団体との連携強化
•ヤングケアラー支援条例を策定し各関連団体との連携体制を推進
•医療機関や介護事業所等との連携を推進し地域における医療・介
護関係者が抱える課題を解決
•関係団体の会議等に民生委員、主任児童委員が参加し連携の強化

福祉課：B
子ども課：A
高齢者支援課：B
住民福祉課：B

地域住民のつながりに
よる情報授受

•民生委員と地域包括支援センターとの情報交換会を実施し支援困
難者などの情報をより密に共有
•主任児童委員と民生委員による乳幼児宅訪問、地区民児協の高齢
者調査の実施による地域住民のつながり強化
•安中市区長会を通じた文書一斉配布により適宜情報の提供

福祉課：B
住民福祉課：B
行政課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

誰でもわかりやすく情報が受け取れる体制整備（1/2）課題③

基本目標１ みんながお互いに支え合う地域づくり

施策の方向ⅰ 地域の課題を解決する仕組みづくり
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施策の方向性 実施内容 評価

関係機関と連携し
早期SOSを発見
できる体制の構築

•関係機関と連携しながら情報収集し生活困窮者の早期支援
•徘徊高齢者及び、虐待の早期発見・権利擁護等対応等に関する
ネットワークを構築し、事例の共有、早期発見体制等の構築
•経済的DVを受けている人やDVを受けている生活困窮者などへ就職
の相談機関の案内
•地区民児協の見守り活動の推進
•窓口等で相談をうけた際の早期発見の体制づくり

福祉課：B
高齢者支援課：B
市民課：B
住民福祉課：B

特殊詐欺等に遭わないた
めの情報提供
による被害抑制

•広報紙やホームページ、安中市メール配信サービスを利用し消費
生活センターから情報提供や注意喚起
•防犯対策設備購入費補助金の交付
•ホームページや広報・出前講座等を通じた防犯対策設備購入費補
助制度の周知

市民課：A
危機管理課：B
住民福祉課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

誰でもわかりやすく情報が受け取れる体制整備（1/2）課題③

基本目標１ みんながお互いに支え合う地域づくり

施策の方向ⅰ 地域の課題を解決する仕組みづくり
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施策の方向性 実施内容 評価

近隣住民などの
日常的な見守りや
助け合いを推進

•民生委員に対して見守り活動に関する研修を実施
•多くの市内学校で民生委員及び主任児童委員を学校運営協議会委
員に委嘱し、協議会に参加してもらうことで地域との連携体制を
構築
•主任児童委員と民生委員による乳幼児宅訪問、地区民児協の高齢
者調査の実施による見守り活動の推進

福祉課：B
学校教育課：B
住民福祉課：B

地域課題に対応する
ボランティア活動の

支援・推進

•子ども食堂連絡協議会と連携し子ども食堂実施団体などに補助金
を交付
•ボランティア活動等を希望する市民等からの相談に対しボラン
ティアセンターと連携し活動を支援
•夢伝大会でボランティアを募集し運営協力を要請

子ども課：A
高齢者支援課：B
住民福祉課：B

ボランティア活動の
事例紹介・参加促進

•社協のボランティアセンターに補助金を交付
•ファミリー・サポート・センターの活動の一環として、子育てサ
ポーター養成講座を開くなどの事業を実施
•介護予防に関するボランティア活動の推進
•認知症に関する理解の促進と共生社会づくりを推進するための養
成講座の開催

市民課：B
子ども課：A
高齢者支援課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

地域活動の推進や支援課題④

基本目標１ みんながお互いに支え合う地域づくり

施策の方向ⅱ 地域福祉を担う人材づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

地域福祉活動の
リーダー的人材や

活動をコーディネート
する人材の育成

•生活支援コーディネーターを社協に委託して配置
•地域における課題の確認・支え合い活動や生活支援サービスの開
発に向けた人材育成を実行
•食生活改善推進員を中心とした在宅介護食教室やヘルスサポー
ター養成事業等を開催し、地域住民の交流や地域福祉活動を推進
•ファミリー・サポート・センターの活動の一環として、子育てサ
ポーター養成講座を開催

高齢者支援課：B
健康づくり課：A
子ども課：A

共生社会に向け
「心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ」の
取組の推進及び

市民の福祉意識の醸成

•手話教室の実施（学校等からの依頼）
•認知症に関する普及啓発や、認知症サポーター養成講座等を実施
•家庭児童相談を通じ、関係機関と連携し障害児などの相談対応
•犯罪被害者等の支援に関する講演会の開催や啓発パネル展示、ホ
ンリングプロジェクトの実施

福祉課：C
高齢者支援課：B
子ども課：B
市民課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

一人ひとりの福祉意識の醸成課題⑤

基本目標１ みんながお互いに支え合う地域づくり

施策の方向ⅱ 地域福祉を担う人材づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

避難行動要支援者名簿の
適切な管理

情報共有・連携による
避難支援や安否確認

•広報紙等により避難行動要支援者名簿の周知
•対象者への登録促進（案内送付、窓口での案内など）
•避難行動要支援者名簿の更新（年2回）
•災害時の連携強化のため、避難支援等関係者への情報提供
•毎年、区長と避難行動要支援者名簿の情報共有

危機管理課：B
高齢者支援課：B
子ども課：B
行政課：B
住民福祉課：B
松井田振興課：B

地域の自主的な
防災・防犯活動組織の
強化や結成の推進

•自主防犯組織事業補助金による防犯パトロールなどの地域活動の
推進・自主防災組織等の育成・強化
•広報紙や出前講座による自主防災組織の結成促進
•防災士養成事業補助金による地域防災力の向上推進

危機管理課：B

防災訓練や講演会などの
実施

防災意識の醸成・向上

•群馬県総合防災訓練（県と共催）や防災講演会の実施（防災知識
の普及と防災意識の醸成）
•市内各校で、学期に１度程度定期的に避難訓練を実施
•市内学校にて、防災を題材に学習を実施
•学校運営協議会で防災をテーマに熟議
•「ジェンダーの視点から考える地域防災」をテーマとし男女共同
参画推進講座を開催

危機管理課：B
学校教育課：B
生涯学習課：C
市民課：A

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

お互いに助け合える関係や防災・防犯体制の構築（1/2）課題⑥

基本目標２ みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

施策の方向ⅲ 安全で安心して暮らせる環境づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

交通事故防止
交通安全運動の推進

交通事故未然防止のため
の環境整備

•四季の交通安全運動の実施
•各小学校や地域にて交通安全教室等の実施
•高齢者運転免許証自主返納支援事業、シニアカー購入補助制度等
の実施による免許証返納の促進
•各校における交通事故防止の日常的指導の実施
•小学校低学年で交通安全教室、中学年で自転車の乗り方教室の実
施
•警察からの交通安全講話や安全担当の教師からの説諭の実施（長
期休暇前）
•通学路の危険箇所に対する通学路安全点検の実施

危機管理課：B
松井田振興課：B
学校教育課：B

防犯や防災に配慮した
まちづくりの推進

•令和7年度末の公表を目指して｢安中市立地適正化計画｣を策定中
•防犯対策としてランニングパトロールを実施
•自主防災組織の結成を推進（地域における防災活動の活性化）

都市計画課：C
危機管理課：B
松井田振興課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

お互いに助け合える関係や防災・防犯体制の構築（2/2）課題⑥

基本目標２ みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

施策の方向ⅲ 安全で安心して暮らせる環境づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

ユニバーサルデザインの
まちを目指した公共施設

の整備

•令和6年6月｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律｣(バリアフリー法)に基づき｢安中市バリアフリーマスタープラン
(移動等円滑化促進方針)及び磯部温泉地区バリアフリー基本構想｣
を策定
•安中市公共施設等総合管理計画にて計画内全体方針の1項目として
ユニバーサルデザインの推進を記載

都市計画課：C
資産活用課：A

誰もが利用しやすい
交通環境整備の推進

•令和7年度末の公表を目指して｢安中市地域公共交通計画｣を策定中
•計画策定後速やかに(7年度末)計画に基づく市内公共交通の再編を
予定
•タクシー以外の交通機関を利用することが困難な高齢者などを対
象にタクシー料金の一部を補助
•子ども・子育て支援事業計画の中で関連部署の事業を把握

都市計画課：C
高齢者支援課：B
子ども課：B

環境美化活動推進
•春・秋に環境美化運動の実施
•不法投棄物の回収

環境政策課：A

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

誰もが暮らしやすい住環境の整備が必要（1/2）課題⑦

基本目標２ みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

施策の方向ⅲ 安全で安心して暮らせる環境づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

地域の活性化に
つながる景観まちづくり

を推進

•令和4年2月、｢景観法｣に基づく｢安中市景観計画｣を策定
•法や計画に基づき届出処理事務や景観重要樹木の指定
• ｢あんなか景観まちづくり賞｣の創設

都市計画課：C

空き家の管理・活用促進
安心して暮らせる住環境

整備の推進

•保全管理通知などで所有者に対して適切な管理等を依頼し、住環
境整備への取り組みを促進
•空き家バンクの運営により空き家の利活用の促進
•解体の補助金の支給による老朽化した空き家の解消促進

建築住宅課：B

関係機関と連携した
鳥獣害対策・駆除の実施

•安中市鳥獣被害防止計画に基づく取組みについて安中市鳥獣被害
防止対策協議会等の関係機関と連携して実施

農林課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

誰もが暮らしやすい住環境の整備が必要（2/2）課題⑦

基本目標２ みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

施策の方向ⅲ 安全で安心して暮らせる環境づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

権利擁護事業や
成年後見制度の周知
相談窓口の設置による

事業推進

•権利擁護センターを社協に委託し市民や関係者へ周知
•権利擁護センターについてパンフレットを作成し制度や相談窓口
の周知
•権利擁護の理解促進及び相談支援体制の整備

高齢者支援課：B
福祉課：B

関係機関との連携による
各種サービス対象者の

把握・利用促進

•定期及び随時、民生委員等との情報交換会の実施
•支援が必要な地域住民の把握
•サービス等が必要な場合には関係機関につなぐ等の対応を実施

高齢者支援課：B

自殺予防の推進

•「いのち支える安中市自殺対策計画」の施行
•自殺予防月間・自殺対策強化月間を広報紙へ掲載
•イベント等で啓発物品の配布
•ゲートキーパー養成講座を職員研修として実施

福祉課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

一人ひとりの人権の尊重（1/2）課題⑧

基本目標２ みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

施策の方向ⅳ 市民の尊厳を守る体制づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

虐待防止策の検討
早期発見の体制強化
虐待防止に向けた
啓発活動の充実

当事者の
サポート体制強化

•広報紙への掲載
•障害サービス事業者や関係機関等を対象とした講演会の実施
•ＤＶ被害者の相談業務・支援（配偶者暴力相談支援センター）
•虐待相談や通報等に対する実態把握（必要に応じ虐待対応の実
施）
•子ども家庭総合支援拠点を設置（家庭児童相談を実施し児童虐待
の早期発見や防止）関連する部署との連携

福祉課：B
市民課：B
高齢者支援課：B
子ども課：A

男女共同参画の意識
の啓発・普及の推進

•ホームページや広報紙を活用した周知啓発
•標語コンクールや男女共同参画推進講座の開催

市民課：A

犯罪や非行の防止
立ち直りや

再犯防止を支える
地域のチカラを推進

•「安中市再犯防止推進計画」の施行
•安中市再犯防止推進計画の進捗状況の確認
•「社会を明るくする運動」等の周知活動の実施、活動支援
•各種関係機関等と連携し、有用な情報の収集

福祉課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

一人ひとりの人権の尊重（2/2）課題⑧

基本目標２ みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

施策の方向ⅳ 市民の尊厳を守る体制づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

福祉サービス事業者の
苦情解決能力向上及び
サービスの質の向上の

ための体制整備

•社会福祉施設・事象者等の指導監査業務を実施
•各事業所の苦情解決の体制等を確認し、不十分である場合は改善の
提案

福祉課：B

サービスの質の向上へつな
がる支援・指導体制の整備
（地域住民のニーズ把握及
び関係機関への情報提供）

•第４期障害者計画（一般市民及び障害者手帳保持者）、子ども・子
育て支援事業計画、介護保険事業計画等の策定に際しアンケート調
査の実施等によりニーズや実態を把握、それに伴う支援体制の強化
•サービスの向上と体制整備の実施
•自立支援協議会で体制整備について検討

福祉課：B
子ども課：A
高齢者支援課：B
住民福祉課：B

医療・介護・予防・
住まい・生活支援を一体的

に提供、支援の充実

•「安中市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の施行
•高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画に基づき医療・介護・予
防・住まい・生活支援を一体的に提供する「地域包括ケア」の構築

高齢者支援課：B

ノーマライゼーション
理念※の実現に向けた

体制づくり推進

•「安中市障害者計画・安中市障害福祉計画・安中市障害児福祉計
画」の施行
•計画に基づいた障害者施策の推進及び関係機関と情報共有

※ノーマライゼーション理念
…障害のある人等を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるよ
うな条件を整えるべく、共に生きる社会こそノーマルな社会であるという理念

福祉課：B

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分

福祉サービスの充実と質の向上課題⑨

基本目標２ みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

施策の方向ⅳ 市民の尊厳を守る体制づくり
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施策の方向性 実施内容 評価

ひきこもり状態にある本人
及び家族の早期発見・支援

に向けた情報発信

•関係機関（租税や保険料及び公共料金の担当窓口など）との情報共有
•相談窓口の周知による早期の対応
•必要に応じた相談の同席

福祉課：B

地域とのネットワーク
による要支援者の把握

•主任児童委員と民生委員による乳幼児宅訪問による実態把握の実施
•地区民児協の高齢者調査による実態把握の実施
•区長会を通じた各地区との情報共有による実態把握の実施

福祉課：B
住民福祉課：B
行政課：B

生活困窮者への
必要な情報・支援の提供

•生活困窮者へフードバンク事業の実施（食料の配布、社協へ委託）
•群馬県の就労準備支援事業へ参加（就労についての情報発信）
•就労支援員が相談者に対し支援を実施（福祉相談係窓口）

福祉課：B

生活困窮世帯等の
児童・生徒に対する
学習の場の援助

•生活困窮世帯の子どもに対する基礎学力の向上を図る学習の援助を実
施（業務委託）
•家庭児童相談を通じ生活困窮者などの相談に対し関係部署と連携

福祉課：B
子ども課：B
住民福祉課：B

ひきこもり状態にある人へ
の就労支援や見守り、
居住関係などの支援

•ひきこもり等の関係者への講演会等の開催（業務委託）
•ひきこもり状態にある本人や家族に繋がりやすい相談窓口の運営と支
援の実施
•ひきこもり状態にある人本人の社会参加や孤立防止の促進（業務委
託）

福祉課：B

生活困窮者等が社会から孤立しないための支援が必要課題⑩

基本目標２ みんなで安心して暮らすことのできる地域づくり

施策の方向ⅳ 市民の尊厳を守る体制づくり

3段階による評価 ： A達成、B概ね達成、 C不十分
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